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1. 誘導区域拡大図 

(1) 佐野エリア・佐野新都市エリア 

  
※土砂災害（特別）警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)は誘導区域に含めない。 
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(2) 田沼エリア 

 

(3) 葛生エリア 

 

※土砂災害（特別）警戒区域、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)は誘導区域に含めない。 
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2. 市民参加の状況 

2.1 コンパクトなまちづくりに向けた市民アンケート調査 

(1) 実施概要 

対象 2,000 人（18 歳以上の市民） 住民基本台帳より無作為抽出 

期間 平成 30(2018)年 10 月 10 日～10 月 26 日 

方法 郵送による配布・回収。無記名 

回収数 706 票 

回収率 35.2％ 

 

(2) 調査票 
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(3) アンケート集計結果 
※注：無回答者を除いて集計しているため、各設問の回答数の合計はアンケート回答者の

総数とは一致しない。 

 

１．あなた自身のことについて 

問１ 性別 

男性 女性 

303 394 

 

問２ 年齢 

10 歳代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 

10 47 77 108 105 186 169 

 

問３ 居住地域 

佐野中央地域 佐野東部地域 佐野西部地域 田沼地域 葛生地域 その他 

262 109 90 126 44 47 

 

問４ 職業 

会社員、

公務員 
自営業 

高校生、大学

生、専門学生 

専業主婦 

（主夫） 

パート、 

アルバイト 
無職 その他 

219 68 18 101 113 168 15 

 

問５ 家族（世帯）構成 

単身 夫婦（子供なし） 親子（２世代） 親子（３世代） その他 

53 220 334 73 16 

 

問６ 家族（世帯）に中学生以下の方、または 65 歳以上の高齢者の方がいるか 

未就学児がいる 小学生がいる 中学生がいる 
６５歳以上の 

高齢者がいる 

いずれも 

いない 

59 90 55 359 214 

 

問７ 自動車の保有状況 

自分で自由に使える 

自動車がある 
家族共用の自動車がある 自動車を保有していない 

546 90 65 
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２．あなたの日常生活について 

問８①外出時の目的地（地域） 

目的/目的地 

佐
野
中
央
地
域 

佐
野
東
部
地
域 

佐
野
西
部
地
域 

田
沼
地
域 

葛
生
地
域 

佐
野
市
内
の 

そ
れ
以
外
の
地
域 

佐
野
以
外 

わ
か
ら
な
い
・ 

行
く
こ
と
が
な
い 

①食料品・日用品を買うため

の日常の買い物 
286 127 55 137 18 8 15 5 

②買回り品を買うための 

買い物 
131 303 13 15 0 22 92 10 

③飲食店（レストラン、喫茶

店、カフェなど） 
200 198 19 27 2 14 69 24 

④通院（総合病院） 298 30 28 63 1 10 55 74 

⑤通院（医院、診療所など） 272 85 54 76 34 9 25 31 

⑥通勤・通学（仕事先・学校

など） 
117 58 31 42 15 14 114 94 

⑦市の窓口（市役所・出張所

など） 
389 4 20 92 34 10 0 15 

⑧図書館・文化施設 212 21 3 92 24 0 12 140 

⑨公民館・集会所・コミュニ

ティ施設 
144 58 49 90 27 7 1 144 

⑩スポーツ・運動施設 64 42 91 81 6 7 20 185 

⑪保健施設・福祉施設 120 11 22 50 16 5 8 250 

⑫幼稚園・保育園などの子育

て関連施設 
63 26 23 33 4 1 1 282 
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問８②目的別の交通手段 

目的/交通手段 

自
動
車
Ⓝ
自
分
で
運
転
Ⓞ 

自
動
車
Ⓝ
自
分
以
外
が
運
転
Ⓞ 

バ
イ
ク
・
原
付 

バ
ス 

鉄
道 

タ
ク
シ
⒲ 

自
転
車 

徒
歩 

そ
の
他 

行
く
こ
と
が
な
い 

①食料品・日用品を買う

ための日常の買い物 
536 155 10 5 2 1 69 80 0 5 

②買回り品を買うための

買い物 
476 165 4 15 13 1 26 14 2 10 

③飲食店（レストラン、

喫茶店、カフェなど） 
437 172 4 5 7 0 18 20 3 19 

④通院（総合病院） 411 110 2 5 2 5 19 10 2 50 

⑤通院（医院、診療所な

ど） 
459 102 6 3 0 1 30 26 1 23 

⑥通勤・通学（仕事先・

学校など） 
338 18 3 5 18 1 23 24 0 69 

⑦市の窓口（市役所・出

張所など） 
456 81 7 4 1 0 39 25 0 14 

⑧図書館・文化施設 312 47 3 3 2 0 28 20 0 97 

⑨公民館・集会所・コミ

ュニティ施設 
273 29 2 0 0 0 44 101 1 106 

⑩スポーツ・運動施設 286 48 3 0 0 1 14 16 1 136 

⑪保健施設・福祉施設 218 30 2 0 0 0 8 6 1 177 

⑫幼稚園・保育園などの

子育て関連施設 
139 19 0 0 0 0 10 13 1 213 
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問９① 自宅周辺（おおよそ徒歩１０分程度で移動できる範囲）に欠かせないと考え

る施設（３つまで選択） 

 回答者数 回答割合 

①食料品・日用品を買うための日常の買い物 615 87.1% 

②買回り品を買うための買い物 227 32.2% 

③飲食店（レストラン、喫茶店、カフェなど） 226 32.0% 

④通院（総合病院） 249 35.3% 

⑤通院（医院、診療所など） 445 63.0% 

⑥通勤・通学（仕事先・学校など） 165 23.4% 

⑦市の窓口（市役所・出張所など） 254 36.0% 

⑧図書館・文化施設 123 17.4% 

⑨公民館・集会所・コミュニティ施設 285 40.4% 

⑩スポーツ・運動施設 115 16.3% 

⑪保健施設・福祉施設 161 22.8% 

⑫幼稚園・保育園などの子育て関連施設 169 23.9% 

 

問９② 佐野市内の主要駅（佐野駅、田沼駅、葛生駅）周辺や佐野新都市、市街地の

中心部など、拠点となる地区に欠かせないと考える施設（３つまで選択） 

 回答者数 回答割合 

①食料品・日用品を買うための日常の買い物 265 37.5% 

②買回り品を買うための買い物 382 54.1% 

③飲食店（レストラン、喫茶店、カフェなど） 342 48.4% 

④通院（総合病院） 363 51.4% 

⑤通院（医院、診療所など） 213 30.2% 

⑥通勤・通学（仕事先・学校など） 167 23.7% 

⑦市の窓口（市役所・出張所など） 346 49.0% 

⑧図書館・文化施設 252 35.7% 

⑨公民館・集会所・コミュニティ施設 136 19.3% 

⑩スポーツ・運動施設 196 27.8% 

⑪保健施設・福祉施設 201 28.5% 

⑫幼稚園・保育園などの子育て関連施設 161 22.8% 

 

問 10 公共交通機関の利用頻度 

週に 5 日以上 週に 3～4 日 週に 1～2 日 月に 1～2 日 年に数回 その他 

12 6 18 88 425 121 
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問 11 運転免許の自主返納意向 

自主返納しようと思う 
自主返納しようとは 

思わない 
わからない 

運転免許を 

持っていない 

339 69 231 43 

 

３．お住まいについて 

問 12 現在のお住まいの形態 

持ち家の

一戸建て 

持ち家の

集合住宅 

賃貸 

アパート、

マンション 

賃貸の 

一戸建て 

給与社宅、

学生寮 
公営住宅 その他 

598 4 50 21 3 9 9 

 

問 13 年齢現在のお住まい（住居および周辺の環境）の満足度 

満足している まあまあ満足している やや不満である 不満である 

255 276 103 54 

 

問 14 現在のお住まい（住居および地区）での居住継続意向 

住み続けたい 
どちらかと言えば 

住み続けたい 
わからない 

できれば将来は 

他の地区/市外に移り住みたい 

361 171 118 45 

 

問 15 望ましいと考えるお住まいの地区の条件（１～５の順位で回答） 

 平均順位 

公共施設、医療施設、商業施設などの都市機能が充実している 1.95 

駅やバス停などが近く、公共交通が利用しやすい 2.73 

幹線道路などが利用でき、自動車での移動が便利である 2.89 

職場や通学先に近い 3.63 

公共交通や都市施設の利用には不便だが、緑豊かで静かである 3.72 
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４．佐野市のこれからのまちづくりについて 

問 16 人口減少や少子高齢化により影響が生じると困ること 

 
回答

者数 

回答

割合 

①利用者の減少により、スーパーなどの店舗が撤退する 457 64.7% 

②鉄道やバスの運行本数が減る、路線がなくなる 161 22.8% 

③商店街や駅前のにぎわいがなくなる 72 10.2% 

④道路や水道などのインフラが維持・更新できなくなる 239 33.9% 

⑤病院や学校、福祉施設などの公益施設が統廃合されて減る 326 46.2% 

⑥働き手の減少により、企業が撤退する 114 16.1% 

⑦高齢化の進行により、医療費などの社会保障費が増加する 489 69.3% 

⑧人が減り、地域のコミュニティを維持できなくなる 116 16.4% 

 

問 17 佐野市の今後のまちづくりにおいて、重視していくべきこと 

 
回答

者数 

回答

割合 

①日常の生活に必要な身近な買い物環境・サービス機能の確保 481 68.1% 

②駅やバスターミナルなど、市内の拠点への移動に便利な公共交

通網の充実 
246 34.8% 

③拠点となる既存市街地のにぎわいの再生・創出 93 13.2% 

④公共施設等の都市機能が集約した、コンパクトなまちづくりの

推進 
162 22.9% 

⑤高齢者や子どもたちが安全に暮らせるバリアフリー環境の整備 205 29.0% 

⑥道路・公園や上下水道などの生活インフラの維持・整備 185 26.2% 

⑦自然災害への対策など、災害に強い市街地環境づくり 210 29.7% 

⑧空き地や空き家などの有効活用によるまちなか居住の推進 203 28.8% 

⑨中山間部や郊外でも安心して暮らせる拠点や交通ネットワーク

づくり 
162 22.9% 

 

問 18 佐野市のまちづくりへの参加意向 

積極的に 

参加したい 

機会があれば 

参加したい 

特にまちづくり活動への興

味・関心はない 
その他 

31 355 217 63 

 

５. これからの佐野市のまちづくりについてのご意見・ご提案（自由記述） 

〇これからの佐野市のまちづくりについて 意見数：16 件 

〇身近な地区でのまちづくりについて 意見数:112 件 

〇その他 意見数：100 件  
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2.2 市民ワークショップ 
会場 まちなか活性化ビル「佐野未来館」２階 市民ギャラリー 

開催日時 令和元(2019)年 8 月 7 日 １３:００～１７:００ 

内容 参加者を市街地ごとに 4 つのグループに分け、地域ごとの現状の課題や

将来のまちづくりのあり方等についてグループワーク、発表 

参加者数 市民 38 名（中学生、高校生、短・大学生、子育て世代、シニア、町会） 

 

2.3 市民説明会 
 延べ参加人数 92 名 

開 催 日 開 催 場 所 参 加 者 数 

令和２(２０２０)年 6 月 29 日 田沼中央公民館 24 名 

令和２(２０２０)年 6 月 30 日 葛生あくとプラザ 15 名 

令和２(２０２０)年 7 月 1 日 佐野市文化会館 53 名 

 

2.4 パブリックコメント 
意見募集期間 令和２年 10 月 16 日～令和２年 11 月 16 日 

募集結果 意見者数０名 意見数０件 
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3. 佐野市立地適正化計画策定体制 

□平成 30（2018）年度 

  計画の策定主体となる「策定委員会」及び「策定部会」、学識経験者や県・市の関係者
を交えた「策定懇談会」を設立し、本市の現状と課題、まちづくりの方向性を中心に検討
しました。 

 

□平成 31/令和元（2019）年度 

  都市機能誘導区域及び居住誘導区域、誘導施設、誘導施策、評価指標及び目標値を中心
に検討しました。 

  また、市民ワークショップを開催し市民の方から意見をいただきました。 
 

□令和２（2020）年度 

  策定委員会等や住民説明会やパブリックコメントを行なった上で、都市計画審議会に諮 

り、本計画を策定しました。 
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佐野市立地適正化計画策定委員会設置要綱 

                               佐野市訓令第１９号 

 

（設置） 

第１条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項の規定に基づく立
地適正化計画（以下「立地適正化計画」という。）を策定するため、佐野市立地適正化計
画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 立地適正化計画の素案の作成に関すること。 

(２) 佐野市立地適正化計画策定懇談会設置要綱（平成３０年佐野市告示第２２０号）第
１条に規定する佐野市立地適正化計画策定懇談会からの前号の立地適正化計画の素
案に対する意見を検討し、立地適正化計画の原案を作成すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、立地適正化計画の策定に関し必要があると認める事務 

（組織） 

第３条 委員会は、委員⾧、副委員⾧及び委員をもって組織する。 

２ 委員⾧は都市建設部⾧を、副委員⾧は総合政策部⾧を、委員は別表に掲げる職員を
もって充てる。 

（委員⾧及び副委員⾧） 

第４条 委員⾧は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員⾧は、委員⾧を補佐し、委員⾧に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員⾧が招集し、委員⾧が議⾧となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、そ
の意見又は説明を聴くことができる。 

 （部会） 

第６条 委員会は、立地適正化計画の素案を作成するため、部会を置く。 

２ 部会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 立地適正化計画の素案を作成し、これを委員会に提出すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、委員会が指定する事務を行い、その結果を委員会に報
告すること。 

３ 部会は、部会⾧及び部会員をもって組織する。 

４ 部会⾧は都市計画課⾧を、部会員は市⾧が指名する職員をもって充てる。 

５ 部会⾧は、当該部会の事務を掌理する。 

６ 部会⾧に事故があるときは、部会⾧があらかじめ指名する部会員がその職務を代理
する。 

７ 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第１項中「委員
会」とあるのは「部会」と、「委員⾧」とあるのは「部会⾧」と読み替えるものと
する。 
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（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員⾧が委員会
に諮って定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

 佐野市立地適正化計画策定委員会 

職名 備考 

総合政策部長 副委員長 

行政経営部長  

市民生活部長  

こども福祉部長  

健康医療部長  

産業文化部長  

観光スポーツ部長  

都市建設部長 委員長 

上下水道局長  

教育総務部長  

職名は、令和２年４月１日現在 

 

  佐野市立地適正化計画策定部会 

職名 備考 

総合政策部 政策調整課長  

行政経営部 行政経営課長  

市民生活部  市民生活課長  

こども福祉部 社会福祉課長  

健康医療部 医療保険課長  

産業文化部 産業立市推進課長  

観光スポーツ部 観光立市推進課長  

都市建設部 都市計画課長 部会長 

上下水道局 企業経営課長  

教育総務部 教育総務課長  

職名は令和２年４月１日現在 
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佐野市立地適正化計画策定懇談会設置要綱 

                              佐野市告示第２２０号 

（設置） 

第１条 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項の規定に基づく立
地適正化計画（以下「立地適正化計画」という。）の策定に当たり、その素案に関し意見
を聴くため、佐野市立地適正化計画策定懇談会（以下「懇談会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 懇談会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 佐野市立地適正化計画策定委員会設置要綱（平成３０年佐野市訓令第１９号）第１
条に規定する佐野市立地適正化計画策定委員会（以下「委員会」という。）が作成
する立地適正化計画の素案に関し意見を述べること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事務 

（組織） 

第３条 懇談会は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市⾧が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 佐野市町会⾧連合会に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 

(３) 関係団体に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 

(４) 関係行政機関の職員 

(５) 前各号に掲げるもののほか、市⾧が必要があると認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、立地適正化計画が策定される日までとする。 

２ 市⾧は、前条第２項第２号及び第３号の規定に該当する委員が推薦を受けた団体を
脱退したときは、その委員を解嘱することができる。 

（会⾧及び副会⾧） 

第５条 懇談会に会⾧及び副会⾧１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会⾧は、会務を総理し、懇談会を代表する。 

３ 副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故があるとき、又は会⾧が欠けたときは、その
職務を代理する。 

（会議） 

第６条 懇談会の会議は、会⾧が招集し、会⾧が議⾧となる。 

２ 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 懇談会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その
意見又は説明を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 懇談会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会⾧が懇談会に
諮って定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行の日以後最初に開かれる懇談会の会議は、第６条第１項の規定にかかわ
らず、市⾧が招集する。 

 

 

 

佐野市立地適正化計画策定懇談会 

区分 氏名 所属 備考 

学識経験

のある者 

増山 正明 足利大学 名誉教授 会長 

長田 哲平 宇都宮大学 准教授   

為国 孝敏 特定非営利法人まちづくり支援センター 代表理事 副会長 

佐野市 

町会長 

連合会 

厚木 健志 佐野市町会長連合会 副会長   

倉持 勇 佐野市町会長連合会 副会長   

松﨑 照夫 佐野市町会長連合会 副会長   

関係団体 

吉澤 慎太郎 佐野商工会議所 会頭   

松本 常治 佐野市あそ商工会 会長   

原 大成 （公社）栃木県宅地建物取引業協会 県南支部 理事    

須藤 康則 （一社）栃木県建築士会 佐野支部 支部長   

綿引 寿男 （一社）佐野市医師会 会長   

五十畑 正夫 佐野市社会福祉協議会 常務理事 兼 事務局長   

浅生 まゆみ 佐野市立小中学校長会 佐野市立出流原小学校長   

小林 研介 佐野市幼稚園連合会 会長   

山﨑 洋介 佐野市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 理事   

澤田 美織子 佐野市幼稚園ＰＴＡ連合会 監事   

前川 昭一 佐野シニアクラブ連合会 会長   

関係行政

機関 

吉川 浩 栃木県県土整備部都市計画課 課長   

分田 久貴 栃木県安足土木事務所 所長   

令和２年６月２４日現在 敬称略 
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4. 策定の経過 

 

月 日 事 項 

平成 30(2018)年  

10 月 3 日 庁内担当者会議 

10 月 10 日～10 月 26 日 市民アンケート 

10 月 23 日 第 1 回策定部会・策定委員会 

11 月 29 日 第 2 回策定部会 

12 月 27 日 第 2 回策定委員会 

平成 31/令和元(2019)年  

1 月 15 日 第 1 回策定懇談会 

2 月 5 日 第 3 回策定部会 

3 月 18 日 第 3 回策定委員会 

5 月 20 日 第 2 回策定懇談会 

6 月 28 日 第 4 回策定部会 

7 月 17 日 第 4 回策定委員会 

8 月 7 日 市民ワークショップ 

8 月 21 日 第 5 回策定部会 

10 月 1 日 第 5 回策定委員会 

令和２(2020)年  

1 月 10 日 第 6 回策定部会 

1 月 20 日 第 6 回策定委員会 

2 月 12 日 第 3 回策定懇談会 

3 月 11 日 第 4 回策定懇談会 

3 月 26 日 第 7 回策定委員会 

6 月 29 日～7 月 1 日 市民説明会（３回） 

5 月 20 日 第 27 回佐野市都市計画審議会（書面開催） 

7 月 17 日 第 7 回策定部会 

7 月 28 日 第 8 回策定委員会 

10 月 16 日～11 月 16 日 パブリックコメント 

10 月 30 日 第 5 回策定懇談会 

11 月 20 日 第 28 回佐野市都市計画審議会 

令和３(2021)年  

1 月 22 日 第 9 回策定委員会（書面開催） 

 


